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 佐賀県告示第 54号 

 佐賀県青少年健全育成条例（昭和 52 年佐賀県条例第 24 号）第 13 条第１項

の規定により、青少年に有害な図書等として次のものを指定する。 

  平成 27年２月 17日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

種類 
指定

番号 
題名 

製作発行

所等 

雑誌コー

ド等 
指定理由 

雑誌 26-１ シマウマ ８ ㈱少年画

報社 

50041-47 著しく青少年

の性的感情を刺

激し、又は著し

く青少年の粗暴

性若しくは残虐

性を誘発し、若

しくは助長し、

その健全な育成

を阻害するおそ

れがある。 

〃 26-２ シマウマ ９ ㈱少年画

報社 

50042-62 

〃 26-３ 絶望の犯島 １ ㈱双葉社 50186-81 

〃 26-４ 復讐教室 １ ㈱双葉社 50187-29 

〃 26-５ 実話ドキュメント

２月号 

マイウェ

イ出版㈱ 

15115-2 

〃 26-６ 宅見若頭暗殺 マイウェ

イ出版㈱ 

68285-12 

 


